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日本共産党野洲市委員会 
２００８年８月２４日  №１４９ 

８月２９日（金）本会議（議案提案） 
９月 ４日（木）本会議（議案質疑、一般質問）
   ５日（金）本会議（一般質問） 
   ８日（月）本会議（一般質問） 
  １０日（水）常任委員会（議案審議） 
  １１日（木）常任委員会（議案審議） 
   

１２日（金）常任委員会（議案審議） 
１６日（火）常任委員会（議案審議） 
１７日（水）常任委員会（議案審議） 
１８日（木）常任委員会（議案審議） 
２２日（月）本会議（議案討論、採決）

（午前９時からです。２２日のみ午後１時） 

８月 ２９ 日 か ら 開
催されます。ご意
見・ご要望をお寄
せください 

 

制
度
発
足
直
後
か
ら
大
き
な
怒
り
の
声
が
広
が
っ
て
い
る
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
。
政
府
が
示
し
た
「
見
直
し
」
の
ひ
と
つ
が
、
低
所
得
者
の
保
険
料
負

担
の
軽
減
で
す
が
、
保
険
料
を
支
払
う
の
は
個
人
な
の
に
、
軽
減
算
定
の
基
礎

所
得
は
世
帯
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
実
際
に
軽
減
を
受
け
る
人
は
３
割
以
下

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
た
め
に
同
一
収
入
世
帯
で
あ
っ
て
も
１３

倍
も
の
差
に
な
る
矛
盾
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

 

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
保
険
料
は
、
無

年
金
の
人
も
含
め
て

全
員
が
支
払
う
「
均
等

割
」
と
、
所
得
に
応
じ

て
支
払
う
「
所
得
割
」

の
合
算
で
決
ま
り
ま

す
。 低

所
得
の
世
帯
に

は
、
７
割
、
５
割
、
２

割
の
負
担
軽
減
が
あ

り
ま
す
が
、
政
府
の
今

回
の
「
見
直
し
」
は
、

最
大
９
割
に
拡
大
（
来

年
４
月
か
ら
）
、
当
面

経
過
措
置
と
し
て
、
現

在
７
割
軽
減
の
対
象

者
を
、
８
・
５
割
に
拡

大
す
る
と
い
う
も
の

で
す
。 

滋
賀
県
の
場
合
、
均

等
割
は
、
３
８
，
１
７

５
円
。
上
表
の
よ
う

に
、
Ｂ
さ
ん
夫
婦
の
よ

う
に
、
夫
婦
と
も
に
１

５
３
万
円
以
下
の
年

金
収
入
な
ら
、
軽
減
対

象
と
な
り
ま
す
が
、
Ａ

さ
ん
夫
婦
の
よ
う
に
、

世
帯
で
同
一
の
収
入
で

あ
っ
て
も
、「
軽
減
」
が

受
け
ら
れ
な
い
た
め

に
、
現
行
の
７
割
軽
減

で
も
、
年
間
保
険
料
負

担
は
、
６
・
５
倍
の
差

が
あ
り
ま
す
。
８
・
５

割
軽
減
で
試
算
す
る

と
、
１３
倍
も
の
差
に
な

る
と
い
う
制
度
の
矛
盾

が
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
保
険
料
は

す
べ
て
「
個
人
」
か
ら

徴
収
、
と
こ
ろ
が
軽
減

算
定
の
基
礎
所
得
は

「
世
帯
」
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
原
因
で
す
。 

 
 

今
回
保
険
料
の
一
部

を
下
げ
て
も
、
２
年
ご

と
の
見
直
し
で
際
限
な

く
保
険
料
を
上
げ
て
い

く
と
い
う
仕
組
み
が
変

わ
ら
な
い
限
り
、
さ
ら

に
格
差
は
拡
大
し
、
保

険
料
が
納
め
ら
れ
な
い

事
態
も
生
じ
か
ね
ま
せ

ん
。 

 

 年金収入 収入合計 軽減 所得割額 均等割額 年間保険料 保険料計 
Ａさん夫 2,600,000 なし 73,295 38,175 111,470 
Ａさん妻 420,000 

3,020,000 
なし 0 38,175 38,175 

149,645 

B さん夫 1,520,000 均等 7 割 0 11,453 11,453 
Ｂさん妻 1,500,000 

3,020,000 
均等 7 割 0 11,453 11,453 

22,906 

 
Ｃさん夫 2,600,000 なし 73,295 38,175 111,470 
Ｃさん妻 0 

2,600,000 
なし 0 38,175 38,175 

149,645 

 

 年金収入 収入合計 軽減 所得割額 均等割額 年間保険料 保険料計 
Ｂさん夫 1,520,000 均等 8・5 割 0 5,726 5,726 
Ｂさん妻 1,500,000 

3,020,000 
均等 8・5 割 0 5,726 5,726 

11,452 

 


